
○ 国民年金法等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 104 号）（抄） 
 
   附 則 
（給付水準の下限） 

第二条 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保

険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た

額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような

給付水準を将来にわたり確保するものとする。 
一 当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額（当該年度におい

て六十五歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八十である受給

権者について計算される額とする。）を当該年度の前年度までの標準報酬平

均額（厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬

平均額をいう。）の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た額に二を

乗じて得た額に相当する額 
二 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額（当該年度の

前年度における男子である同法による被保険者（次号において「男子被保

険者」という。）の平均的な標準報酬額（同法による標準報酬月額と標準賞

与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。次号におい

て同じ。）に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は

標準賞与額に係る再評価率（同法第四十三条第一項に規定する再評価率を

いい、当該年度に六十五歳に達する受給権者に適用されるものとする。）を

乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を四百八十とし

て同項の規定の例により計算した額とする。）を十二で除して得た額に相当

する額 
三 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当す

る額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額 
２・３ （略） 
 


